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監 視 区 域 詳 細 調 査 実 施 要 領  

（ 平 成 12年 ３ 月 30日 付 け 11川 財 土 第 773号 局 長 専 決 ） 

（ 目 的 ）  

第 １  こ の 調 査 は 、 川 崎 市 に お け る 国 土 利 用 計 画 法 （ 昭 和 49年

法 律 第 92号 ） 第 27条 の ６ 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 第 12条 第 10

項 の 規 定 に よ る 監 視 区 域 詳 細 調 査 の 対 象 と な っ た 区 域 に つ い

て 、 以 下 に 基 づ き 調 査 を 行 う 。  

（ 調 査 対 象 と す る 地 域 ）  

第 ２  監 視 区 域 と し て 指 定 し た 区 域 及 び そ れ に 隣 接 す る 都 市 計

画 法（ 昭 和 42年 法 律 第 100号 ）第 ８ 条 の 規 定 に よ る 用 途 地 域 等

の 個 別 規 制 法 に 基 づ く 地 域 区 分 に 係 る 区 域 又 は 市 を 単 位 と し

て 、 従 来 の 地 価 高 騰 時 期 に お け る 地 価 上 昇 の 状 況 等 を 勘 案 し

て 設 定 す る 。  

（ 調 査 事 項 ）  

第 ３  調 査 事 項  

１  土 地 取 引 指 標  

⑴  土 地 取 引 件 数 ・ 面 積  

⑵  買 主 の 区 分 別 土 地 取 引 件 数 ・ 面 積  

⑶  面 積 規 模 別 土 地 取 引 件 数  

⑷  届 出 件 数 ・ 面 積  

 ２  地 価 動 向 指 標  

⑴  地 価 動 向 調 査  

⑵  農 地 転 用 価 格  

⑶  農 地 価 格  

⑷  林 地 価 格  
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 ３  開 発 整 備 動 向 指 標  

⑴  開 発 許 可 の 件 数 ・ 面 積  

⑵  建 築 着 工 件 数 ・ 面 積  

⑶  農 地 転 用 件 数 ・ 面 積  

⑷  大 規 模 開 発 の 動 向  

 ４  土 地 取 引 状 況 調 査  

⑴  個 別 土 地 取 引 状 況  

⑵  整 理 ・ 分 析 等  

⑶  要 検 討 取 引 事 例 の 状 況  

 調 査 事 項 の 詳 細 は 別 紙 － １ に よ る も の と す る 。  

（ 調 査 結 果 の 検 討 及 び 国 土 交 通 省 へ の 報 告 ）  

第 ４  原 則 と し て 四 半 期 ご と に 調 査 結 果 を 整 理 す る と と も に 、

届 出 対 象 面 積 の 変 更 、 周 辺 地 域 に お け る 新 た な 指 定 、 指 定 の

解 除 等 に つ い て 検 討 を 加 え 、 そ の 結 果 に つ い て は 当 該 四 半 期

の 末 月 の 翌 々 々 月 末 ま で に 土 地 利 用 調 整 課 へ 報 告 す る 。 た だ

し 、 地 価 動 向 指 標 の ⑴ 地 価 動 向 調 査 結 果 に つ い て は 、 別 添 －

５ 様 式 Ｐ － 10 1に よ り 基 準 日 の 属 す る 月 の 末 日 ま で に 地 価 調

査 課 に 報 告 す る 。  

  附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 12年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 19年 ２ 月 23日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 19年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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   附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 20年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 22年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

   附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 元 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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（別紙－１）詳細調査の調査事項

調査項目 単位 調査内容 
調査の

区分 
基礎資料 

結果の

整理 
結果の報告 備考 

調査整理方法

注視

区域

監視

区域

１土地取引

 指標 

⑴土地取引

 件数 

 同 面積

⑵買主の区

分別土地

取引 

 件数 

 同 面積

⑶面積規模

別土地取

引 

 件数 

⑷届出件数

 同 面積

件 

㎡ 

件 

㎡ 

件 

件 

㎡ 

売買による土地に関す

る所有権の移転件数及び

面積 

 買主の区分別売買によ

る土地に関する所有権の

移転件数及び面積 

面積規模別売買による

土地に関する所有権の移

転件数 

国土利用計画法第23条、

27条の４(第27条の７)の

届出受理件数及び面積(事

前確認申請は含まない。)

区別 

区別 

区別 

区別 

土地取引規制

基礎調査概況

調査（又は４土

地取引状況調

査） 

土地取引規制

基礎調査概況

調査（又は４土

地取引状況調

査） 

土地取引規制

基礎調査概況

調査（又は４土

地取引状況調

査） 

土地取引規制

実態統計政令

指定都市出力

表

様式 

は任 

意 

様式 

は任 

意 

様式 

は任 

意 

様式 

は任 

意

報告は不要 

報告は不要 

報告は不要 

報告は不要

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 
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調査項目 単位 調査内容 
調査の

区分 
基礎資料 

結果の

整理 
結果の報告 備考 

調査整理方法

注視

区域

監視

区域

２地価動向

 指標 

⑴地価動向

調査 

円／

㎡ 

⑴調査地点 

 調査地点は、地価動向監

視の必要性に応じて、区ご

とに都道府県地価調査に

おける住宅地及び商業地

等の基準地（地価公示の標

準地と同一地点である基

準地を除く。）の中から最

低１地点を選定するもの

とする。 

 ただし、計画的な開発整

備のための大規模な事業

の実施が予定されている

場合等においては、地価動

向監視の必要性に応じて

適宜調査地点を設定する

ことができるものとする。

⑵調査の基準日及び開始

時期 

 調査の基準日は、４、７、

10、１月のそれぞれの初日

とし、注視区域又は監視区

域が指定された日の直前

の基準日（注視区域又は監

視区域が指定された日が

基準日である場合は、その

日）から調査を開始するも

のとする。 

標準 

地点 

別 

様式 

P-101

別添 

－５ 

参照

基準日の属する月の末

日（注視区域又は監視区域

を新たに指定した場合は、

指定した日から30日を経

過した日）。ただし、７月

１日を基準日とする調査

については、調査結果がま

とまり次第報告するもの

とする。 

 神奈川県との間において、

十分連絡調整を行うものと

する。 

○ ○ 
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⑵農地転用

 価格 

円／

㎡ 

⑶調査方法 

 不動産鑑定士の鑑定評

価を求め、基準日における

正常な価格を判定し、変動

率を求めるものとする。 

 ただし、７月１日を基準

日とする正常な価格につ

いては、都道府県地価調査

の結果がある場合には、そ

の結果を用いることとす

る。 

なお、不動産鑑定士による

鑑定評価を求めるに当た

っては、「都道府県地価調

査事業事務取扱要領運用

細則」（昭和60年５月18日

付け60国土地第121号地価

調査課長通達）中の｢第５

基準地の鑑定評価の審査

について｣、「第６都道府

県地価調査の鑑定評価員

の指名等について」及び

「第７基準地の鑑定評価

について」に準じて行うこ

と。また、取引事例比較法

の適用については､基準地

直近の取引事例を少なく

とも５事例以上収集する

よう努めるものとする。 

 農地を農地以外のもの

（住宅用地）に転用する場

合について、宅地見込み地

としての地価公示地点又

は地価調査地点が存する

場合にはこれを標準地と

標準 

地点 

別 

実態調査 様式 

は任 

意 

報告は不要 ⑴ 売買実例収集の難易度

及び農地転用価格調査の

重要度等、地域の実情に応

じて適宜標準地点の設定

数を定めるものとする。 

⑵ 新規に標準地点として

○ ○ 
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⑶農地価格

⑷林地価格

円／

10a 

円／

10a 

して周辺地域における売

買実例価格を調査し、土地

価格比準表を参考として

当該取引が標準地点にお

いて行なわれたものと想

定した場合の価格を求め

る。（地価公示地点又は地

価調査地点がない場合は

独自に標準地点を設定す

ること） 

 農地の耕作を目的とし

た売買実例価格（標準地点

の設定、比準作業は要しな

い） 

 林地の売買実例価格（標

準地点の設定、比準作業は

要しない） 

実例 

別 

実例 

別 

実態調査 

実態調査 

様式 

は任 

意 

様式 

は任 

意 

報告は不要 

報告は不要 

設定された地点について

は、調査時直前の四半期

（又は３か月）のデータを

併せて調査するものとす

る。 

⑶ 売買実例収集数は、１標

準地点あたり10事例以上

とする。 

⑷ 比準の方法等について

は、(付)｢売買実例価格の

比準等について｣を参照 

地域により売買実例の収

集が極めて困難な場合は、地

域の実情を勘案のうえ、農地

価格調査を省略することが

できるものとする。 

 地域により売買実例の収

集が極めて困難な場合は、地

域の実情を勘案のうえ、林地

価格調査を省略することが

できるものとする。 

○ 

○ 

○ 

○ 
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調査項目 単位 調査内容 調査の

区分 

基礎資料 結果の

整理 

結果の報告 備考 

調査整理方法

注視

区域

監視

区域

３開発整備

動向指標

⑴開発許可

の 

 件数 

同 面積

⑵建築着工

 件数 

同 面積

⑶農地転用

 件数 

同 面積

⑷大規模開

発の動向

件 

㎡ 

件 

㎡ 

件 

㎡ 

都市計画法第29条及び

附則第４項の規定に基づ

く開発許可の件数及び面

積 

建築物の新築に係る着

工件数及び延べ床面積 

農地法第４条及び第５

条に基づく農地等転用許

可件数及び面積(同法第４

条第１項第５号及び第５

条第１項第３号に基づく

届出件数及び面積を含む

ものとする。) 

一定規模以上の宅地開

発、オフィスビル建設、工

業団地、流通業務団地、観

光レクリエーション施設

及び交通結節拠点等の大

規模プロジェクトについ

て、その予定、計画及び実

施状況を調査する。 

区別 

区別 

区別 

プロ 

ジェ 

クト 

別 

まちづくり局 

建築基準法第

93 条の２に基

づく建築計画

概要書 

農地移動実態

調査 

（経済労働局）

実態調査 

様式 

は任 

意 

様式 

は任 

意 

様式 

は任 

意 

様式 

D-102

別添 

－５ 

参照

 報告は不要 

 報告は不要 

 報告は不要 

 年１回当初計画ヒヤリ

ング時（別途通知）に報告

するものとする。 

 ただし、プロジェクトの

実施状況等に変化があっ

た場合には適宜国土交通

省に報告するものとする。

 建築計画概要書は、建築基

準法第15条に基づく建築着

工届とは異なるので注意す

ること。 

 一定規模とは、おおむね

2,000㎡以上のものとする。

土地取引動向、地価動向に影

響を与えるおそれのあるも

のは、再開発計画も含めてす

べて対象とする。 

 併せて事業実施上の主な

問題点、住民の意向等につい

ても把握しておくことが望

ましいが、関係部局等との連

絡を密にするとともにその

取り扱いを、十分慎重に行う

○ 

◎ 

◎ 

○ 

○ 

◎ 

◎ 

○ 
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こと。 



調査項目 単位 調査内容 調査の

区分 

基礎資料 結果の

整理 

結果の報告 備考 

調査整理方法

注視

区域

監視

区域

４土地取引

状況調査

⑴個別土地

取引状況

 売買等による土地に関

する所有権移転登記の内

容について、次の事項を記

入した土地取引台帳を整

備する。 

(ｱ)地番及び地目 

(ｲ)面積 

(ｳ)取得年月日 

(ｴ)登記(申請)年月日 

(ｵ)売買の当事者(住所・個

人又は法人名) 

(ｶ)登記原因 

(ｷ)転売された土地取引の

抵当権及び債権額 

(ｸ)その他 

悉皆 登記簿又は登

記申請書の閲

覧 

様式 

S-101

S-102

S-103

別添 

－５ 

参照 

各様式とも以下の期日

までに結果を取りまとめ

るものとする。 

第１四半期（１～３月）に

おける土地取引登記申請

受付分…６月末日 

第２四半期(４～６月)に

おける土地取引登記申請

受付分…９月末日 

第３四半期(７～９月)に

おける土地取引登記申請

受付分…12月末日 

第４四半期(10～12月)に

おける土地取引登記申請

受付分…３月末日 

 ただし、転売情報以外に

ついては、それぞれの期日

の１月前 

⑴ 調査時直前の四半期の

土地取引を併せて調査す

るものとする。 

⑵ 登記簿又は登記申請書

の閲覧が困難であって、登

記済通知書（地方税法第

382条に基づく登記所から

市町村への通知文書）が速

やかに整備できるばあい

にあっては、それによって

もよいこととする。 

⑶ 投機的な土地取引の集

中のおそれがない地域に

ついては、(ｷ)は省略して

もよい。 

⑷ マンション等の区分所

有権の移転について投機

的な取引の集中のおそれ

がない地域については、

（様式Ｓ－103）による台

帳の整備等は省略しても

よい。 

⑸ 転売された土地とは、過

去２年間（例えば１月分に

ついては、前々年の２月１

日から当該取引の受付ま

での期間。調査開始後２年

に満たない場合は、調査開

始時点から当該取引の受

付までの期間。以下本表に

○ ○ 
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⑵整理・分

析等 

 ⑴で収集された内容に

ついて、以下のように整

理・分析する。 

(ｱ)取引件数、面積（買主

の区分別、面積規模別等）

(ｲ)土地の買進み、売進み

の状況 

(ｳ)転売状況 

悉皆 ⑴の個別土地

取引状況及び

登記簿又は登

記申請書の閲

覧 

(ｱ) 

様式 

S-200

S-201

S-202

S-203

S-204

S-205

 各様式とも以下の期日

までに結果を取りまとめ

るものとする。 

第１四半期（１～３月）に

おける土地取引登記申請

受付分…６月末日 

第２四半期(４～６月)に

おける土地取引登記申請

おいて同じ。）に既に１回

以上の取引が行われてい

る土地とし、当該物件につ

いて、前回取引の調査番号

等を把握する。このうち、

過去２年間に既に２回以

上の取引が行われている

物件については、抵当権者

及び債権額に関する調査

を行う。(必要に応じて、

転売回数がより少ない取

引についても、抵当権者及

び債権額に関する調査を

行う。) 

⑹ 個別土地取引状況につ

いては、届出対象面積以上

の取引が捕捉できるよう

一定の面積基準を定め、そ

の基準未満の取引につい

ては、取引当事者が個人で

ある場合に限り、その住所

及び氏名に関する調査を

省略できるものとする。 

⑺ データの収集時に時間

を要する転売情報以外の

情報を先に集計すること

とする。 

⑴ ⑴個別土地取引状況の

調査により得られた転売

情報以外の情報を先に集

計し、一次出力として活用

する。 

⑵ 投機的な土地取引の集

中のおそれがない地域に

ついては、(ｳ)の転売物件

○ 

(◎)

○ 

(◎)
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(転売物件台帳、転売物件

に係る抵当権者及び債権

額の整理) 

(ｴ)取引された土地の地図

上への記載及び一団の土

地の認定 

(ｵ)その他 

 ただし、注視区域詳細調

査については、(ｲ)、(ｳ)、

(ｴ)、(ｵ)については、地域

の実情に応じて適宜実施

できるものとする。 

S-300

S-301

S-302

S-303

S-304

S-305

S-350

(ｲ) 

様式 

S-401

S-402

(ｳ) 

様式 

S-501

S-502

S-503

S-601

S-602

S-603

(ｴ) 

様式 

R-101

別添 

－５ 

参照 

受付分…９月末日 

第３四半期(７～９月)に

おける土地取引登記申請

受付分…12月末日 

第４四半期(10～12月)に

おける土地取引登記申請

受付分…３月末日 

 ただし、様式 

S-200 

S-202 

S-203 

S-204 

S-300 

S-302 

S-303 

S-304 

S-350 

については、それぞれの期

日の１月前 

 報告は、国土交通省の求

めに応じ行うものとする。

に係る抵当権者及び債権

額の整理は省略してもよ

い。 

⑶ (ｴ)の地図上への記載

は、必要に応じて以下の方

法で実施するものとする。

ア 公図を基に所有権の移

転が行われた土地を住宅

地図において色塗りし、土

地取引台帳の調査番号を

記入する。 

・規則で定める面積未満…緑

色 

・規則で定める面積以上で法

第23条第２項第１号のイ、

ロ、ハに規定する面積未満

…橙色 

・法第23条第２項第１号の

イ、ロ、ハに規定する面積

以上で事前届出分…青色 

・法第23条第２項第１号の

イ、ロ、ハに規定する面積

以上で事後届出分…赤色 

イ 計画的な開発整備のた

めの大規模な事業の実施

が予定されている地域等

を注視区域又は監視区域

に指定した場合において、

住宅地図への記載が極め

て困難であるときは、縮尺

２万５千分の１の地図上

に概ねの位置を直径１㎜

程度の小円で記載するこ

ととしてもよい。このとき

の、小円の色分けについて

はアに準じるものとする。
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⑶要検討取

引事例の

状況 

(ｱ)届出等のない土地取引

について、⑴の土地取引

台帳よりリストを作成

し、契約内容等について

報告を求めて、届出等の

要否を確認し、無届取引

等の発生状況を把握す

る。 

(ｲ)投機的取引の疑いのあ

る土地取引について、⑵

(ｳ)の転売物件台帳より

抽出してリストを作成

し、取引価格を初めとす

る契約内容等について

報告を求め、投機的取引

の発生状況を把握する。

実例 

別 

抽出 

土地取引規制

実態統計及び

監視区域内に

おける報告徴

収制の活用 

(ｱ) 

様式 

R-102

(ｲ) 

様式 

R-103

R-203

別添 

－５ 

参照 

 各様式とも⑵整理・分析

等と同じ期日までに結果

を取りまとめるものとす

る。 

 報告は、国土交通省の求

めに応じ行うものとする。

⑴ (ｲ)については、転売の

回数の多いものから転売

件数の 1～1/20 程度で抽

出し整理する。 

⑵ 報告徴収の実施方法に

ついては、「報告徴収実施

要領」によるものとする。

－ ○ 



調査項目 単位 調査内容 調査の

区分 

基礎資料 結果の

整理 

結果の報告 備考 

調査整理方法

注視

区域

監視

区域

５成約価格

動向調査

  「報告徴収実施要領」の

第２、第３の４、第４、第

５の４及び第６（３を除

く。）を準用して実施する。

 この場合において、「報

告徴収」とあるのは、「成

約価格動向調査」と、「監

視区域」とあるのは、「注

視区域」と、「届出対象面

積の緩和により新たに届

出等を要しないこととな

った土地取引全て」とある

のは、「届出対象面積未満

の土地取引のうち必要に

応じ１～1/20程度の率で

抽出した取引」と、「譲受

人」とあるのは、「原則と

して譲受人」と、「監視区

域詳細調査」とあるのは、

「注視区域詳細調査」と、

「新たに届出等を要しな

いこととなった面積規模

の土地取引全て」とあるの

は、「届出対象未満の土地

取引等のうち必要に応じ

１～1/20程度の率で抽出

した取引」と読み替えるも

のとする。 

 だだし、別紙－２⑵「相

当価格に対する契約価格

の開差率の動向把握」の項

中「また、開差率の推移を

 登記簿又は登

記申請書の閲

覧 

様式 

H-101

H-102

H-103

H-104

H-105

H-106

別添 

－５ 

参照 

各様式とも以下の期日

までに結果を取りまとめ、

報告するものとする。 

第１四半期（１～３月）に

おける土地取引登記申請

受付分…６月末日 

第２四半期(４～６月)に

おける土地取引登記申請

受付分…９月末日 

第３四半期(７～９月)に

おける土地取引登記申請

受付分…12月末日 

第４四半期(10～12月)に

おける土地取引登記申請

受付分…３月末日 

 注視区域詳細調査におい

ては、地域の実情に応じ、適

宜、実施するものとする。 

○ 報告徴

収制に

より実

施 
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把握する上で、届出対象で

あった時点（緩和時直近）

の「契約締結状況報告」に

よる成約価格と相当価格

との開差率についても添

付するものとする。」とあ

るのは準用しない。 
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調査項目 単位 調査内容 調査の

区分 

基礎資料 結果の

整理 

結果の報告 備考 

調査整理方法

注視

区域

監視

区域

６土地利用

状況調査

  「報告徴収実施要領」の

第２、第３の２、第４、第

５の２及び第６（３を除

く。）を準用して実施する。

 この場合において、「報

告徴収」とあるのは、「土

地利用状況調査」と、「監

視区域」とあるのは、「注

視区域」と、「監視区域詳

細調査」とあるのは、「注

視区域詳細調査」と読み替

えるものとする。 

登記簿又は登

記申請書の閲

覧 

様式 

U-101

U-102

U-103

U-104

U-105

U-106

U-107

U-201

U-202

U-203

U-204

U-205

U-206

別添 

－５ 

参照

 各様式とも以下の期日

までに地域の実情に応じ、

必要なものを選択して取

りまとめ、国土交通省の求

めに応じ報告するものと

する。 

第１四半期（１～３月）に

おける土地取引登記申請

受付分…６月末日 

第２四半期(４～６月)に

おける土地取引登記申請

受付分…９月末日 

第３四半期(７～９月)に

おける土地取引登記申請

受付分…12月末日 

第４四半期(10～12月)に

おける土地取引登記申請

受付分…３月末日 

 注視区域詳細調査におい

ては、地域の実情に応じ、適

宜、実施するものとする。 

○ 報告徴

収制に

より実

施 
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（付） 

売買実例価格の批准等について 

⑴ 売買実例収集地点の近くに適当な標準地点がない場合は、近くの地価

公示地点又は都道府県地価調査地点にいったん比準し、更に標準地点に

比準すること。 

⑵ 現実に成立した取引事例には、不動産市場の特性、取引における売り

手と買い手の双方における能力の多様性と特別の動機等により、特殊な

事情が介入する場合は少なくないが、当調査の性格を勘案し、売買実例

の収集に当たっては、一般的な取引事例とは認められない当事者間だけ

の特異な事情を含む取引事例については除外するものとする。 

（参考） 

 除外すべき当事者間だけの特異な事例を例示すれば、次のとおりである。 

 (ⅰ) 開発における残存地の買収等、開発者の必要性を奇貨として売主が

不当に高く売りつけたとき。 

 (ⅱ) 取引価格に売買代金の割賦払いによる金利相当額、立退料等土地の

対価以外のものが含まれて取引されたとき。 

 (ⅲ) 金融ひっ迫、倒産時における法人間の恩恵的な取引、あるいは知人、

親戚間等人的関係による恩恵的な取引がなされたとき。 

 (ⅳ) 土地所有者が隣接地を買収したものであるとき。 

⑶ 売買実例の収集は、不動産鑑定士、住宅金融公庫等の金融機関、公共

機関の土地の取得、管理、評価等担当部局の出先機関、県、公社公団、

宅地建物取引業協会等の協力を求めて実施するものとする。 

⑷ 比準作業は、原則として市において行うものとするが、予算の範囲内

において不動産鑑定士に委託して差し支えない。 

⑸ 売買事例収集数が比準誤差を軽減するに足るだけであれば、比準作業

は簡便で行って差し支えない。 

⑹ 売買実例は、別葉様式の取引事例カードによって整理しておくものと

する。 

例

◎ 標準地点 

○ 公示地点 

Ｐ１～Ｐ５ 

  売買実例 

  収集地点 

○

○

Ｐ３

◎

Ｐ２

→ 比準 

○

○

Ｐ１

Ｐ５

Ｐ４

○
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別葉様式 

取引事例カード（宅地、宅地見込地（田畑）） 

別記様式第９ 

取引事例カード（宅地、宅地見込地）
№１ 

事例番号 ○○―１ 市区町村ｺｰﾄﾞ  作成者  調査年月日  年 月 日 

所在及び地番  所有者・ 

居住者・ 

店舗ビル名

（前） 

「住居表示」 

（仮換地番号）

「                       」

（                       ）

（後） 

土地の種別 住宅地（優良・準優良・標準・混在・農家・その他）商業地（一般高度・業務高度・複合高度・準高度・普通・近隣・

路線） 工業地（工業・流通業務）  宅地見込地  その他 

類型 更地・底地・借地権・建付地・貸家建付地・区分地上権・敷地利用権・（   ） 現況地目

取引価格 総額 0円 土地      0円（     0円/㎡） 更地価格等補正 0円/㎡

建物      0円（     0円/㎡） その他特記事項 

その他      0円 

建物等 
建築時期  構造 ＳＲＣ・ＲＣ・Ｓ・Ｗ・Ｂ（        ） 階数 地上0 地下0 

建築面積 0.00㎡ 延床面積 0.00㎡ 用途  

取引時点   年  月  日（契約日・登記原因日） 

取引の事情 事情の有無 無・有 事情の内容 買進み・売急ぎ・限定価格（     ）・ 補正率    ％

事例収集源 契約当事者（売主・買主・仲介者・立会人） 自己取扱（自己物件・仲介物件） その他（          ）

付近の標準地等 標準地番号  基準地番号  付近の

目標物取引当事者の属性 買主（個人・法人・不動産業者・公共団体等）売主（個人・法人・不動産業者・公共団体等） 

地域の特性 

街路 

条件 

前面

道路

方位   ・接面道路なし 幅員  ｍ・駅前広場 歩道の状態 有・無 舗装の状態 舗装（ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・未舗装）

種類  道路名  系統・連続性 良・否・普通・行き止まり・階段 特定道路までの距離 ｍ

交通 

・ 

接近 

条件 

最寄り駅      近接区分 近接・駅前広場接面 

         線  方位    道路距離   ｍ

         駅から      直線距離   ｍ

最寄りバス停 

        停留所から  方位    道路距離   ｍ

                     直線距離   ｍ

最寄り 

公共施設 道路距離      ｍ

最寄り 

商業施設 道路距離      ｍ

その他 

道路距離     ｍ

環境 

条件 

日照・通風等 良・否・普通 地質・地盤・地勢等 良・否・普通 隣接不動産等周囲の状態  

供給処理施

設の状態 

水道 有（水道・専用水道）・引込可・無 公共下水道 有（処理区域内・処理区域外）・無 

ガス 有（都市ｶﾞｽ・簡易ｶﾞｽ）・引込可・無 危険・嫌悪施設の状態 道路距離   ｍ

その他  

画地 

条件 

規模 公簿      0.00㎡ 実測      0.00㎡ （うち私道     0.00㎡） 

間口・奥行 間口 0.0ｍ・奥行 0.0ｍ 高低差 等高・高低差（  ～  ｍ 高・低） 傾斜度 無・有（  向）  °

形状 正方形・ほぼ正方形・長方形・ほぼ長方形・台形・ほぼ台形・不整形・ほぼ整形 

接面状況 

〔側道・ 

背面道等〕

角地・準角地・ニ方路

三方路・四方路・ 

中間角地 

事例地の（   ）方   ｍ 舗装・未舗装

事例地の（   ）方   ｍ 舗装・未舗装

事例地の（   ）方   ｍ 舗装・未舗装

セットバックの有無 有・無  ｍ

その他

行政 

的条 

件 

区域区分 市街化区域・市街化調整区域・非線引都市計画区域・都市計画区域外 
その他の地域

・地区等 
主たる 

用途地域 

１低専・２低専・１中専・２中専・１住居・２住居・準住居 

近商・商業・工専・工業・準工 

建ぺい率 主たる指定  ％基準  ％ 容積率 主たる指定  ％基準  ％ 防火地域 防火・準防火・無指定
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№２ 

事例番号 ○○―１ 市区町村ｺｰﾄﾞ   作成者

事例地の位置を表示する図面 

事例地の地形を表示する図面 

その他特記事項 

縮尺    １    

縮尺    １    
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取引事例カード（現況林地、宅地見込地（森林）） 

別記様式第10 

取引事例カード（現況林地、宅地見込地（森林））
№１ 

事例番号 ○○（林）―１ 市区町村ｺｰﾄﾞ  作成者  調査年月日  年 月 日 

所在及び地番  

土地の種別 林地・現況林地・宅地見込地 類型 森林・森林の土地所有権・賃借権等設定地・分収造林地・その他 

取引価格 総額         0円 土地      0円（単価    0円/㎡） 権利等補正後 0円/㎡

立木        0円 樹種  樹齢 年

取引時点   年  月  日（契約日・登記原因日） 

取引の事情 事情の有無 無・有 事情の内容 買進み・売急ぎ・限定価格（     ）・ 補正率    ％

事例収集源 契約当事者（売主・買主・仲介者・立会人） 自己取扱（自己物件売買・仲介物件） その他（        ）

付近の標準地等 標準地番号  基準地番号  付近の

目標物取引当事者の属性 買主（個人・法人・不動産業者・公共団体等）売主（個人・法人・不動産業者・公共団体等）

地域の特性の区分  １．都市近郊林地 ２．農村林地 ３．林業本場林地 ４．山村奥地林地 

交通 

・ 

接近 

条件 

搬出地点までの搬出方法、距離  ｍ 

搬出地点の道路の状況 道路  幅員      ｍ 

接面道路の状況 有・無 方位  種類  幅員      ｍ 

最寄り駅 

        線  方位    道路距離    ｍ 

        駅から      直線距離    ｍ 

最寄りバス停 

     停留所から  方位    道路距離    ｍ 

                  直線距離    ｍ 

最寄り集落

直線距離    ｍ 

最寄り市場

直線距離    ｍ 

搬出

拠点

水平距離    ｍ 

高低差     ｍ 

行政 

的条 

件 

区域区分等  

森林法の区分  

公園法の区分  

自然環境等の区分  

伐採制限 弱い・普通・強い 伐採許可の有無 有・無 

開発許可の有無 都市計画法  有・無 森林法    有・無 その他 

自然 

的条 

件 

気象の状態 日照 良・普通・否 気温 高い・普通・低い 降雨量 多い・普通・少ない 

風 強い・普通・弱い 霧 多い・普通・少ない 雪 多い・普通・少ない 

地勢の状態 標高      ｍ 傾斜    度 斜面の方位 北・北東・東・南東・南・南西・西・北西 

斜面の型 凹型・凸型・直型・複合型 斜面の位置 山麓・山腹・尾根 

土壌の良否 肥沃・普通・痩地 地質 岩石地・砂礫地・花崗岩地・その他 崩壊の状態 無い・少ない・多い 

画地 

条件 

規模 公簿      ㎡  実測      ㎡  推定 約      ㎡ 縄延び・縄縮み 約   ％程度 

形状 縦 約    ｍ横 約    ｍ 正方形・ほぼ正方形・長方形・ほぼ長方形・台形・ほぼ台形・不整形・ほぼ整形

その他特記事項 
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№２ 

事例番号 ○○（林）―１ 市区町村ｺｰﾄﾞ   作成者

事例地の位置を表示する図面 

事例地の地形を表示する図面 

その他特記事項 

縮尺    １    

縮尺    １    


